
令和３年度環境局指定管理者評価委員会 
 

令和３年７月２日（金曜日）午後 1時半から午後５時まで 

都庁第二本庁舎 31階 特別会議室 24 

令和３年７月 13 日（火曜日）午前９時から正午まで 

都庁第二本庁舎 31階 特別会議室 24 

 

次 第 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）委員長の選任について 

（２）令和２年度指定管理者管理運営状況評価について 

 

３ 閉会 

 

【配付資料】 

資料１ 環境局指定管理者の二次評価の実施方法について 

資料２ 指定管理者評価委員会 作業シート 

資料３ 施設別評価一覧（記入用） 

資料４ 二次評価シート 

資料５ 令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への

取組状況について 

資料６  令和２年度事業計画書 

資料７  令和２年度事業報告書 

参考資料１ 環境局指定管理者評価指針 

参考資料２ 環境局指定管理者評価委員会設置要綱 

参考資料３ 環境局指定管理者評価委員会 委員名簿 

参考資料４ 一次評価における具体的な考え方 

参考資料５ 一次評価について（概要） 

参考資料６ 令和元年度指定管理者管理運営状況評価の結果 

参考資料７ 令和２年度各施設の開園期間 

参考資料８ 令和 3年度新型コロナ感染症拡大防止対策に係る施設の状況等 

 

 



【対象施設】 

施設名 指定管理者 

（１）東京都御岳インフォメーションセンター 一般社団法人青梅市観光協会 

（２）東京都御岳ビジターセンター 

株式会社自然教育研究センター （３）東京都高尾ビジターセンター 

（４）東京都奥多摩ビジターセンター 

（５）東京都立大島公園海のふるさと村 大島町 

（６）東京都檜原都民の森 檜原村 

（７）東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村 
奥多摩町 

（８）東京都奥多摩都民の森 

（９）東京都立小峰公園 
公益財団法人東京都公園協会 

（10）東京都小笠原ビジターセンター 

 

※東京都立多幸湾公園ファミリーキャンプ場は、１年間を通して開園していな

いので評価を実施しない 

 



【資料１】

環境局指定管理者の二次評価の実施方法について 

１ 委員会当日の依頼事項等 

① 「評価委員会作業シート」（資料２）による評価作業をお願いします。

② 指定管理者のプレゼン・質疑応答が終了した後、「施設別評価一覧（記入

用）」（資料３）に評価結果を記入いただき、事務局に御提出ください。

２ その後のスケジュール 

① 「二次評価シート」（資料４）について、以下により事務局にメールで御

提出ください。

・７月２日の５施設・・・７月 1６日（金曜日）まで

・７月１３日の５施設・・・７月２７日（火曜日）まで

（参考）資料４ 別紙①…記載における留意点

資料４ 別紙②…過去の評価事例（委員個人） 

② 皆様から御提出いただいた「二次評価シート」に基づき、委員長が委員会

としての「二次評価（案）」を作成し、委員の皆様の同意を得たうえで、

二次評価を決定します。

（参考）資料４ 別紙③…過去の評価事例（委員会）

（参考１）二次評価の評価基準 

以下４段階による絶対評価 

評価 内  容 

Ｓ 管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設 

Ａ 管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が

認められた施設 

Ｂ 管理運営が良好であった施設 

Ｃ 管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設 

（参考２）特記事項の記載（次の場合に必ず記載） 

① 評価がＳ、Ｃである場合の具体的内容

② 利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、施設運営に関

連して法令・協定等に関する違反があった場合、その他公の施設の設置

者としての都の信頼を損ねた場合



【資料２】

○適正な維持管理及び保守点検が行われているか。

・清掃、設備の保守点検、警備等

○施設の補修修繕に積極的に取り組んでいるか。

○人員配置（配置数、配置箇所、専門性等）は適切か。

●安全性の確保（施設の安全性は確保されているか。）

○自然災害や事故に備え、利用者への安全性を図ったか。

○自然災害や事故発生時には的確で速やかな対応を行ったか。

●法令等の遵守（個人情報保護、報告等は適切に行われているか。）

○個人情報保護・情報公開、環境配慮の取組は適切か。

○各種法令等は遵守されているか。

○都への報告・連絡は適切か。

●財務・財産の状況（適切な財務運営及び財産管理が行われているか。）

○収支状況（安定的な運営がなされているか。）

○経理処理、都有財産（物品など）の管理は適切か。

評価委員氏名：

管　　理　　状　　況

◇管理状況の評価

●適切な管理の履行（協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか。）

 Ｓ：管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
 Ａ：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設
 Ｂ：管理運営が良好であった施設
 Ｃ：管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設

指定管理者評価委員会　作業シート　　≪施設名：　　　　　　　　≫

S　　 　　・　　　　Ａ　　　　・　　　　Ｂ 　　　　・　　　　C



【資料２】

●利用の状況（事業計画どおりの利用状況となっているか。）

○利用者数（※環境の変化など外部要因を考慮すること。）

○利用者要望等の把握、苦情等への対応は適切か。

●サービス内容の向上（事業内容、利用者の反応はどうか。）

○質の高いサービスが提供されているか。

・施設の特性及び利用者のニーズに応じた各種イベントの実施

・利用者の総合満足度

・オフシーズンの利用促進の取組

・その他独自のサービス提供

○施設の広報に関する取組はなされているか。

・効率的・効果的な広報・ＰＲ等の実施

○他機関、関連施設、地域と連携した施設運営がなされているか。

・地域の人材や団体、近隣施設との連携

・地域の産業、文化、地元行事等を活かした施設運営の実施

○業務効率化の取組はなされているか。

・経費削減の努力、業務上の工夫

○従業員の人材育成のための取組はなされているか。

・専門性向上、接遇向上、自己啓発等

事　　業　　効　　果

◆　評　定

◇事業効果の評価

S　　 　　・　　　　Ａ　　　　・　　　　B 　　　　・　　　　Ｃ

S　　 　　・　　　　Ａ　　　　・　　　　Ｂ 　　　　・　　　　C



【資料３】

評価項目 ①小峰公園
②小笠原
　ＶＣ

③海のふる
　さと村

④檜原
　都民の森

⑤御岳ＩＣ ⑥御岳ＶＣ ⑦高尾ＶＣ
⑧奥多摩
　ＶＣ

⑨奥多摩
　都民の森

⑩山のふる
　さと村

指定管理者
大島町
（特命）

檜原村
（特命）

(一社)青梅市
観光協会
（公募）

管理状況

事業効果 　

評定

施設別評価一覧（記入用）

（公財）東京都公園協会
（公募）

奥多摩町
（特命）

【評価委員氏名：　　　　】

(株)自然教育研究ｾﾝﾀｰ
（公募）

※記入方法・・・「管理状況」、「事業効果」、「評定」に分けて、以下のいずれかの評価をご記入ください。

Ｓ ： 管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設

Ａ ： 管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設

Ｂ ： 管理運営が良好であった施設
Ｃ ： 管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設



【資料４】

二次評価シート

環　境　局

施 設 名 称 ：

指 定 管 理 者 ：

【評価の基準】
 Ｓ：管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
 Ａ：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設
 Ｂ：管理運営が良好であった施設
 Ｃ：管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設

特記事項

管理状況

（「Ｓ」又は「Ｃ」の
　場合は必ず御記入く
　ださい。）

評 価 項 目 評 価

管 理 状 況

事 業 効 果

　

事業効果

（「Ｓ」又は「Ｃ」の
　場合は必ず御記入く
　ださい。）

その他

【評価委員氏名】

評 定



環境局
施 設 名 称 ： 東京都○○
指定管理者： ○○○

その他

【評価委員氏名】

評定

特記事項

管理状況
（「Ｓ」又は「Ｃ」の場合は
必ず御記入ください。）

事業効果
（「Ｓ」又は「Ｃ」の場合は
必ず御記入ください。）

二次評価シート

評価項目 評価

管理状況

事業効果

別紙①
記載における留意点

記載における留意事項

・上記評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）に至った理由を、各委員毎に記載してくだ
さい。

記載における留意事項

・評価には反映しないが努力を求める事項、今後期待する事項、そ
の他、委員の自由意見を記載してください。

【評価の基準】
Ｓ：管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
Ａ：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設
Ｂ：管理運営が良好であった施設
Ｃ：管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設

委員会としての二次評価シートについて

・各委員の記載事項を事務局が取りまとめ、委員長が委員会としての二次評価シートを作成します。
・全委員の同意により二次評価を決定します。
・委員会としての二次評価シートを踏まえ、総合評価を決定します。
・委員会としての二次評価シートは、公表となります。



その他

・リスクマネージメントとスタッフへの安全に対する教育訓練を徹底する
こと。

A事業効果

管理状況
（「Ｓ」又は「B」の場合は
必ず御記入ください。）

・事故があり、その処理に手間取ったことは、リスクマネージメントが十
分でなかったことを物語っている。
・事故を未然に防ぐための巡回や見回り、スタッフの教育訓練が十分に
行われたか検証すること。
・非常事態における対応マニュアルを見直し、適切な対応ができるよう
に努める。

評定 A⁻

特記事項

事業効果
（「Ｓ」又は「B」の場合は
必ず御記入ください。）

・利用者のニーズに対応してイベントやプログラムが多様化し、個々の
イベントやプログラムの参加者が多いことも評価できる。
・地域や他施設との連携を積極的に進め、そのことは評価できる。しか
し、連携の効果を検証し、さらに連携の効果を高めるための工夫が必要
である。

二次評価シート

評価項目 評価

管理状況 B

環境局
施設名称：A公園

指定管理者：B

【評価委員氏名】

別紙②
過去の評価事例
（委員個人）

【評価の基準】 （旧基準）
Ｓ：管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
Ａ⁺：管理運営が概ね優良であった施設
Ａ：管理運営が良好であった施設
Ａ⁻：管理運営が概ね良好であった施設
Ｂ：管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設



事業効果
（「Ｓ」又は「B」の場合は
必ず御記入ください。）

・利用者のニーズに対応してイベントやプログラムを多様化しており、参
加者が多いことは評価できる。

・宿泊者は増加し、満足度も高い。地域や他施設との連携及びオフシー
ズン対策を積極的に進めており評価できる。

・利用者総数が減少していることから、これまで集客できていたプログラ
ムも含めて内容を分析し、利用者を増やす取組を期待したい。

二次評価シート

評価項目 評価

管理状況 Ｂ

その他

・施設の破損箇所への対応や都への事故報告に不適切な点があった。
事故を未然に防ぐための巡回や安全管理研修が十分に行われたかに
ついて検証する必要がある。

・事故後、日報の作り方と都への連絡方法を見直したことは評価できる
が、非常事態における対応マニュアルを見直し、適切な対応ができるよ
うに日頃から努めるとともに、リスクマネージメントを十分に機能させる
ため、スタッフ向けの安全に関する教育訓練を徹底する必要がある。

Ａ事業効果

管理状況
（「Ｓ」又は「B」の場合は
必ず御記入ください。）

・施設管理は、おおむね計画に沿って適切に行われている。

・施設の破損箇所に起因した転落事故が発生した。当事者への対応は
迅速・的確であったが、危険箇所の早期発見・対処や関係者間の連絡
体制が不十分であったことから、再発防止に向けた取組が求められる。

評定 Ａ⁻

特記事項

環境局
施設名称：A公園

別紙③

過去の評価事例
（委員会）

【評価の基準】 （旧基準）
Ｓ：管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
Ａ⁺：管理運営が概ね優良であった施設
Ａ：管理運営が良好であった施設
Ａ⁻：管理運営が概ね良好であった施設
Ｂ：管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設



【資料６】

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

その他
・利用者にスタッフの知識の豊富さ、ホスピタリティの高さに触れてもらう
ことが、この施設のリピーター獲得につながると思われる。入園者をビジ
ターセンターに誘導する工夫を期待したい。

谷戸田周辺のショウブ刈りを、水辺環境の保全のためのプログラムとして、NPO法人と連
携した派遣ボランティアと協働で実施した。

管理状況

・植生等の調査を進めているとのことであるが、地域や地形による潜在
的な植生を再生することを目標として、植生改良等の作業をプログラム
化するなど、更に大きな進展を図ってほしい。

園内巡回中に、利用者に対して積極的に声掛けを行い、セルフガイドやネイチャートレイ
ルといった発行物を用いて自然解説を行い、コロナ対策で休館中であってもビジターセン
ターの取り組みをPRするなど、再開後の訪問につながるように活動した。

秋の収穫市において、海洋プラスチックごみ問題をテーマした啓発活動を行った。また自
販機のゴミ箱はベンダーに依頼し、ペットボトルと缶が同一のものだったものを、１基増設
して各々を分別できるようにし、リサイクル作業の軽減に貢献した。

・多摩産材を用いて、園内設備の更新を行っている。

・多彩なプログラムを継続して展開している点は大いに評価できる。具体
的には、オフロード車いすを利用した農地見学など、様々な層が楽しめる
里山プログラムを提供している点、「谷戸田の稲作」、「おいしい野菜づく
り」、「里山季節めぐり」などの自然教室に加え、利用者の要望に合わせ
たオーダーメイドプログラムを実施している点は評価できる。

・自動販売機で販売する飲料の使用済容器は適切な管理がなされてい
るが、廃棄物となるものを販売している意識をもって、引き続き廃棄物の
適切な回収に留意してほしい。

・地元あきる野市の中学・高校から受け入れているインターンシップは、
生徒の体験学習の場となっていることに加え、参加生徒やその友人たち
を通して、公園に関心をもつ層を広げるよい機会となっている。

事業効果

・自動販売機の導入など、利用者のニーズに応える取組を進めている点
や、物品販売のニーズ把握調査の結果に基づき、実施した「小峰ふれあ
い自然郷 収穫市」において、地元農産物を販売することで本施設が地域
の良さをＰＲする拠点となっている点は大いに評価できる。

・少人数で多彩な事業を展開しているにもかかわらず、担当者間で連携
しながら業務の平準化を図っており、業務管理、人的管理において安定
感がある。

令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和２年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

特記事項への取組状況特記事項

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施している。

施設名：　東京都立小峰公園　　

・きめ細かな園内管理により、オオムラサキの幼虫が見られるようになる
など、生物多様性に配慮した維持管理を行っている。

・梅やセリバオウレンにスポットを当てることで、オフシーズンの集客アッ
プにつなげた点は大いに評価できる。
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令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和2年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

・地元高校との連携行事である「磯の観察会」、島内団体等と連携体制を
構築し実施したクラフト体験や「南洋踊り体験」など、地元と密着した取組
を行っている。

施設名：　東京都小笠原ビジターセンター　　　　

・台風等で高波が予想される際の注意喚起や、台風等の発災時における
関係機関との情報連絡など、利用者の安全確保に向けた取組を適切に
行っている。

管理状況

特記事項への取組状況特記事項

・海辺での施設の維持管理は難しいが、おおむね計画どおり適切に実施
しており、構造材内鉄筋や空調設備の腐食の点検・補修など、維持管理
を徹底している。

・地元住民の利用の促進を図ろうとしている点は評価できる。島民のライ
フスタイルを切り口にした特別展「島のくらし」は、観光客のみならず、「新
島民」を含めた住民にも島の良さを再認識してもらうよい機会となってお
り、価値のある取組として評価できる。

その他

・鯨類の研究・調査拠点としての性格づけ付けも、関連専門研究者と連
携を図りつつ、徐々に進めてもらうと興味深い。

事業効果

・プレゼンテーションにおいては、「こんなこともやっている」という意気込
みがあまり感じられなかった。

取組をわかりやすく伝えられるように、プレゼンテーションの練習を綿密に行った。

・竹芝客船ターミナルでのニュースレター配布や、おがさわら丸船内での
ポスター掲示など、関係機関と連携し地域内外での広報に取り組んでい
る点は評価できる。

・利用者数の把握に当たっては、地元住民の利用比率の把握等も併せ
て行ってほしい。

・小笠原では馴染みのあるカウンターシステムを利用し把握する。
（非常事態宣言等コロナ対策で閉館が続き未実施、上記を応用した非接触型の方法で令
和３年度実施予定）

・特別展「島の暮らし」で収集した資源をさらに更に発展させ、旅行代理
店とのタイアップによる商品開発やプロモーションに活用し、集客アップ
につなげてほしい。

・オフシーズンの利用の底上げがなされていない。オフシーズンの利用を
促す取組をさらに進めてほしい。

さらなる資源を収集し次回の展示やイベント等に向け企画・検討を行っている。令和3年
度は、小笠原諸島が世界自然遺産登録10周年なので、それをメインとした企画が予定さ
れているので、次年度以降に実施するよう計画している。

11月12月にイベントを3回実施し、全てのイベントの総合満足度は100%の評価をいただい
ているので今後も継続し、さらに充実する企画を検討している。講演会も例年、この時期
の集客は多い傾向であり、講師もこの時期の方が来島しやすい傾向にある。今後も継続
し、さらに講演会の生中継などを検討している。
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事業効果

・昨今のキャンプブームによる新たな客層に対応するため、フリーテント
サイト４区画にウッドデッキを設置した点や人気の高いテント、無料貸出
備品（調理器具、食器、運搬具）を購入した点、また、利用者の利便性を
向上させるため、20基のキャンピングテーブルを製作した点や荒天時対
策として四阿に着脱可能なビニールシートを設置した点は評価できる。

・島外からの利用者のみならず、地域施設（資源）としての役割を果たす
ことで地元の人たちの利用促進を図ろうとしている点は評価できる。
・食堂が休止している中で、自炊用に地元食材を販売するなど、工夫の
余地がある。

・初日の出観察や「浮き球編み体験」など、オフシーズンに自然体験教室
を新たに企画したことで参加者数が増加しており、満足度も高い。ただ
し、「椿油搾り体験」については、ターゲットにより開催時期を変更したり、
抽出した椿油を使って旬の食材を揚げて食したりするなど、工夫の余地
がある。

・パンフレットの刷新、自然研究路ルートマップの新規作成、ホームペー
ジの内容充実など、広報に積極的に取り組んでいる。

令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響で、島内在住者は島外に出る
ことが殆どできずにいたため、島民限定のキャンプの日を企画・実施した。
利用者：１０月２４日～２５日　６組１８名、１１月７日～８日　１組３名
食堂が休止しているが、利用者の自炊用に島内で収穫された食材（さつまいも）を試験
的に配布し、感想を聞いた。
また焼き芋として調理しやすいように、アルミホイルを併せて配布することで好評を得た。
さらに無料貸し出し備品にピザ釜やホットサンドクッカーを追加し、海のふるさと村での
キャンプ飯の幅を広げるよう努めた。

・食堂が休止している中で、自炊用に地元食材を販売するなど、工夫の
余地がある。

供給量等の問題から、令和２年度については試験的に食材（さつまいも）の無料配布を
行い、利用客からの意見を求めた。
旬の食材を提供する際にその食材が最も美味しく食べるための材料を併せて配布する
ことで、好評を得た。

新型コロナウイルス感染症防止に伴い、令和２年度の自然教室は全て中止となったが、
小規模でも椿油搾りができるよう、１日限定１組（最大４名まで）の「椿油搾り体験プログ
ラム」を企画・実施した。
その年収穫された椿の実を使用し、粉砕から搾油までの全工程を参加者が行うというも
のであり、参加した家族連れも子どもが小さく、直ぐに飽きてしまうのではないかと心配し
たが、全ての工程に興味を抱き、家族で協力しながら楽しんでした。

その他

・「自分たちがお客さんだったら」という視点での見直しや「大島唯一の
キャンプ場」という意識には好感が持てる。プレゼンテーションもわかりや
すい。

・食事提供ができないとのことだが、早期に解決してほしい。

スタッフの意識付けは引き続き行い、アンケートで意見のあったものを率先して対応する
よう努めた。

令和２年度に指定管理者制度の指定が満了することにより、単年度で契約を受ける事業
者が見つからず、引き続き食事の提供はできなかった。
しかし今後の代替案として検討している島内産の食材を提供を試験的に実施。
キャンプ飯に合う季節の旬は食材（さつまいも）は好評であったため、これからの展開に
向けての情報収集に役立った。

・山のふるさと村との連携なども検討してよいのではないか。

・アンケート回収数が大幅に減少している。依頼方法を工夫することで回
収数を増やし、より多くの利用者のニーズを管理運営に活用する体制を
とってほしい。

・「椿油搾り体験」は参加希望者がなく実施しなかったとのことだが、大島
ならではの体験として広報活動に注力するなどして、確実に開催できるよ
う取り組んでほしい。

令和２年度については、新型コロナウイルス感染症による営業再開を模索する中で、先
行して再開した山のふるさと村と感染対策の方法など情報の交換を行った。

アンケートの回収率向上を図るため、チェックアウト時に利用客へ声掛けを徹底すること
で回収数を高めることができた。
また利用客への声掛けを積極的にすることで、アンケートには記されない情報も得ること
ができた。

自然教室の代替事業として企画・実施した「椿油搾り体験プログラム」は、１組の利用客
に集中してレクチャーしながら進行していくことができるため、きめ細やかな対応が可能
となった。

管理状況

令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和２年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

特記事項への取組状況特記事項

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施している。「もし自分たちがお
客様だったら」との視点に立ち、利用者の動向や意向の把握に努め、施
設塗装や建具の防腐剤塗布、損傷部分の補修等を職員自らが実施する
など、施設全体の見直しを積極的に実施している。

施設名：　東京都立大島公園海のふるさと村

・大雨や土砂災害等に関する注意喚起を事前に行うなど、利用者の安全
に配慮している。
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令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和２年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、次のとおり取組状況を報告いたします。

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施されている。老朽化しつつあ
る木造施設の修繕や倒木処理等、施設全体の維持管理について、職員
をはじめ地域と連携しながら上手に対応している点や、建物・遊歩道の
総合点検を年４回実施している点も評価できる。また、展示物の照明の
監修、登山道道標のリニューアル、間伐材を利用したベンチの作製など、
ハード面における熱心な取組を、予算内で実施した点は評価できる。

施設名：　東京都檜原都民の森　　　　

特記事項への取組状況特記事項

　森林館に特産物の展示を行い、ＰＲをしています。檜原都民の森ホームページ、
Facebookで売店の特産物やお土産を載せ地域のＰＲを行っています。
　また、檜原村では、高齢化、獣害による耕作意欲の低下により農作物の生産は少なく
なっていますが、駐車場売店の品揃えを充実させるように努めていきます。

 　檜原都民の森の取組については、評価をいただきありがとうございます。
　その取組が伝わるようにプレゼンテーションを工夫していきます。

　イベント終了後、講師・ボランティア・職員で、その日の教室の振返りを行っています。
　参加者に満足していただけるようなメニューを毎年検討し実施していますが今後も、来
園者の声、教室の振り返りで出た意見、新規イベントの検討、園内の状況等を踏まえ魅
力あるイベントを企画・実施していきます。

　来園者アンケート及び木工教室・自然教室終了時のアンケートでは、年齢・どこから来
られたか等を記入していただき、分析を行っています。要望等についても、記入していた
だいております。
　今後も、アンケートの回答数を増やした上で分析を実施し、来園者の増加、ニーズの把
握、満足度の向上に繋げていきます。

・翻訳機を購入するなど、多様な来園者に対応する工夫が見られる。

・雨天時に宿泊施設と連携し施設の利用を促進することに加え、夜間プ
ログラムを展開し地域宿泊施設の利用を促進することや、地域の産物を
紹介するとともに二次加工品や新たな産物を創出するといった取組を行
うことで、地域の窓口として、より地域と密接に連携した取組を展開して
ほしい。

　檜原都民の森・宿泊施設のパンフレット等をお互いに置き、開園状況等の連絡も密に
取り檜原都民の森の施設利用、宿泊施設の相互の利用促進を行っています。令和３年
度は、地元数馬地区の宿泊者限定の夜間イベント「しし座流星群観察会in数馬」を企画し
実施する予定です。
　また、森林館で特産物のＰＲを行い、檜原村観光協会、宿泊施設ともに密接に連携して
来園者の増加、地域振興に努めていきます。
　二次加工品や新たな産物の創出は、檜原村と民間企業で行っており検討しておりませ
ん。

・イベントの集客数にバラつきがあったが、成否を分けた要因の分析や改
善策の検討など、実施後の考察が不足している印象を受けるので、実施
後の振返りを習慣化してほしい。

・ＳＮＳを活用して頻繁に情報を発信している点、ホームページのアクセ
スが増加している点は評価できる。

事業効果

その他

管理状況

・多彩な活動を展開しており、利用者の満足度も高い。

・地域との連携を強化し、地域の特産品の品揃えを充実させることで、地
域の産品の販売拠点としての機能を高めてほしい。

・前向きな取組がありながら、プレゼンで十分アピールできていない点は
残念である。

・20～40代を対象とした「バードウォッチング」、中高生を対象とした「森の
スタディーツアー」などの新たな自然教室や、若い世代を対象としたボル
ダリング体験などを実施し、様々な世代を取り込もうとする姿勢は好感が
持てる。

・来園者の年齢層や地域等の分析を行うなど、よりニーズを汲み取るた
めの取組をしてほしい。

・電気自動車を増車している点やそれを用いた送迎をしている点は評価
できる。
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・物販を充実させることを通して、利用者のニーズに応えるとともに、地元
業者を積極的に利用することで経済的に貢献している。

・青梅市観光協会としっかり協議し、インフォメーションセンターの役割、
位置づけを明確にするとともに、関連施設との連携を強化し、施設を有効
に活用するための戦略を検討すべきである。
　また、小規模で駅に隣接しているという特性を活かした事業展開も検討
すべきである。

・今後は女性客も意識し、トップシーズンだけでも地元のお土産が購入で
きるようにするなど、新たな商品の販売を検討すべきである。

・顧客満足度アンケートの回収数が少ない。引き続き、声掛けやアンケー
ト記入者に対する塩タブレット提供等を行い回収数を増やす工夫をしたう
えで、来訪者のニーズに合ったサービス提供に努めてほしい。アンケート
回収箱の設置場所を、例えば、コインロッカーの横や、近隣施設と連携し
改札周辺の自動販売機の横にすることなども含めて検討してほしい。

・御岳インフォメーションセンターは、場所的に御岳渓谷、御岳山観光の
玄関口であり、地域で果たす役割は大きいと考えられるため、青梅市観
光協会や御岳ビジターセンターなどの関連組織とさらに連携を深め、旬
の情報をサインボードでＰＲするなど、来館のきっかけづくりにも力を入れ
るべきである。

御嶽駅にコインロッカーが無いので、インフォメ前に設置しているコインロッカー（大サイ
ズ、中サイズ）の利用率は伸びている。コインロッカーは、青梅市観光協会と協議し設置
したもの。

また、青梅市観光協会会員であるレンタサイクル業者が御嶽駅内にあることもあり、売上
に貢献するため来所者に利用を勧めている。

回収件数は、令和元年度の67件から令和2年度は114件にアップした。やはり塩分タブ
レット提供等が寄与したのが大きかったと思われますので、令和3年度も引き続き実施予
定です。

女性客からの要望にあった漬物や梅酒、ノンアルコールビールもチーズ製品に加え販売
を開始した。

事業効果

その他

・利用者の意見を受け入れ、運営の改善を図りつつ、施設を有効に活用
しようと努力を重ねている点は評価できる。

以前より、多摩地区の地図（３Ｄマップ）の木材パネルを玄関先に設置している。木材パ
ネルの下には『各種ハイキングマップがあります』との掲示をしており、これを見て入館し
ている人は多いと思われます。

令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和２年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

・周辺自治体と連携した渓谷沿いの遊歩道の除草等、限られたスペース
と人員の中で、施設の管理運営は概ね計画どおりに実施している。

施設名：　東京都御岳インフォメーションセンター　　　　

特記事項への取組状況特記事項

管理状況

・台風前の時期の雨どい・外壁・側溝等の清掃作業、防災訓練、クマ出没
情報の提供等を適切に実施している点は評価できる。
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令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和２年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施している。

施設名：　東京都御岳ビジターセンター　　　　

特記事項への取組状況特記事項

　ビジターセンター職員の中には、御岳山消防団に所属しているスタッフを配置している。そのため、
地域とのパイプ役として、さらに東京都レンジャーと連携することで、利用者へ安心安全に自然公園
を利用いただけるように、引き続き地域連携の強化に努めたい。

　御岳地域に限らず、青梅市内の城跡や地域文化などの情報を収集することで地域情報を集積し
た。また、GPSを用いて位置情報を記録した。これらの情報を活かした展示や季刊誌作成、イベント
企画、地域資源を活用したプログラムに発展させた。
　毎月、実施している高尾ビジターセンター、奥多摩ビジターセンター、山のふるさと村ビジターセン
ターとの会議で情報共有を図った他、今後、共通のフォーマットを使用して、情報の収集、蓄積、共
有を図りたい。

・利用者のニーズに応じた自然教室等を実施しており、利用者の満足度
も高い。新企画の宿泊イベント「アニマルツアー」や、自然の痕跡をモチー
フにしたストラップづくり体験、また、オフシーズンに実施した、登山用品
店とのタイアップイベント「アイゼン講座」など、ユニークなプログラムが光
る。さらに、宿坊や売店を営む地元の住民等を対象とした「山の方向けガ
イドツアー」は、住民が地域の良さを再認識する機会を提供しているもの
として大いに評価できる。

・「広報強化」、「多様な利用者へのアプローチ」、「地域資源保全」という３
つのアプローチを明確にしていて、わかりやすい。

・ビジターセンターは位置が認知されにくい場所にあるが、ケーブルカー
御岳山駅から道路沿いに展示をして興味をもたせたり、利用者に声掛け
して相手の目的を探ったりするなど、館内に誘導する工夫がみられ、大い
に評価できる。

・住民との連携は、有事の際に協力を得やすくなるなど、リスクマネジメン
トの面からも重要であるので、引き続き進めてほしい。

・高尾山なども含め、東京都西部の地誌という視点を持って活動すること
を期待したい。

事業効果

その他

管理状況

・御岳山上の自然や歴史・文化を、周辺の山々をはじめ山下なども含め、
より広域の環境の中で捉え、相互のネットワークや同質性・差異性など、
相対的に位置づけようとしている点は大いに評価できる。

・地域住民、地元消防団、東京都レンジャーと協力して災害状況の把握
に努めている点は評価できる。

・職員間のコミュニケーションが図られている点や、防災士の資格取得者
を配備し、全スタッフに救命技能認定上級の資格を取得させるなどして、
来訪者の安全確保のためにスタッフ教育に熱心に取り組んでいる点は評
価できる。

【資料５】
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事業効果

その他

・利用者からの要望に対応し窓口に図鑑・温度計を設置した点、施設の
不適切使用による故障を回避するため、英語、韓国語、中国語で案内を
トイレに表示した点は評価できる。

・ＳＮＳ等の媒体を活用し通行止め情報や紅葉情報などをリアルタイムに
提供することで、施設の快適な利用や自然環境への負荷の軽減に結び
つけようとする取組は評価できる。

・「自然環境の保全を図ること」、「文化の継承に寄与すること」、「登山を
する上での楽しみを伝えること」、「利用者の安全・安心な登山を助けるこ
と」、「自然公園の適正利用を促すこと」というミッションを明確にしてい
て、わかりやすい。

・多数の来訪者のニーズに対応した自然教室等を実施しており、利用者
の満足度も高い。当日参加可能なワークショップを毎日開催したり、「夜
の満喫ハイキング」を実施したりするなど、高い満足度を得ながら、集客
力の増加も実現している。特に「夜の満喫ハイキング」は、新たな楽しみ
方を提供するとともに、参加者に夜の登山のリスクに対する意識を醸成
している点も評価できる。

・御岳山などをも含め、東京都西部の地誌という視点を持って活動するこ
とを期待したい。

・春秋のシーズンの混雑緩和に向けた利用者分散のための情報を収集
し、計画的に利用の分散を呼びかけている点は評価できる。

引き続き、職員とミッションを共有しながら状況に合わせて取り組みを行っている。特に
2020年度は新型コロナウイルス感染拡大下において、インターネット等を利用して、5つ
のミッションを果たすための工夫をした。

・高尾山の歴史、文化に関する書籍を執筆している外山徹氏を講師に迎えて自然教室を
実施した。扱った事柄を記録し、利用者への情報提供にも役立てた。
・引き続き地域の自然、歴史、文化を調べ、ニュースレターとして発行した。地域の情報を
収集、蓄積する機能も持たせている。
・毎月10回程度行っている調査記録をデータベースに記録、蓄積し、利用者への情報提
供のために活用している。また、希少植物についてはGPSを用いて位置情報を記録し
た。毎月実施している御岳ビジターセンター、奥多摩ビジターセンター、山のふるさと村ビ
ジターセンターとの会議で情報共有を図った他、今後、共通のフォーマットを使用して、情
報の収集、蓄積、共有を図りたい。

令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和２年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施している。

施設名：東京都高尾ビジターセンター　　　　

特記事項への取組状況特記事項

管理状況

・少ない人数で多数の来訪者に対し、きめ細かい対応をしている点や、職
員間のコミュニケーションが図られている点、職員に対する指導を適切に
行っている点は評価できる。

・事故防止対策、熱中症予防対策、夜間ハイキング者への注意喚起など
をきめ細かく行っている。

・情報セキュリティ担当者の設置やパスワードの頻繁な変更、情報セキュ
リティマニュアルの作成など、情報セキュリティの強化に努めている。

【資料５】
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・「奥多摩登山塾」を開催し参加者の高い評価を得るなど、利用者の満足
度は高い。

・奥多摩エリアの玄関口として、奥多摩町等の自然や文化に関わる諸情
報を提供する場として機能できるとよい。

・本格的な登山を目指す利用者には適切な対応がなされているが、どの
ように利用者の層を広げていくかが課題である。

・数多くの実踏調査に基づき収集した植物の開花状況等、多岐にわたる
情報を、展示を活用しながら解説している点は評価できる。

・ビジターセンターと道路を挟んだ町内唯一のス－パーマーケットが閉店
するなど町の活気がなくなる中、過去30年の経験を生かして町全体を盛
り上げる工夫がほしかった。

令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和２年度指定管理者評価委員会における令和元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

・施設の管理運営はおおむね計画どおり適切に実施している。

施設名：　東京都奥多摩ビジターセンター　　　　

特記事項への取組状況特記事項

管理状況 ・奥多摩の山岳地域を中心とした実踏調査や、山岳遭難防止キャンペー
ンなどを実施し、安全登山の普及啓発拠点としての役割を果たした点は
評価できる。また、実踏調査の際に土砂崩れを発見し都水道局に報告す
るなど、登山道等管理者と連携しながら登山者の安全確保に努めてい
る。

・町が後援するアートフェスティバル「おくてん」に参加し、企画展と町のアートの取組につ
いて広報した。また、奥多摩地域として自然の見頃や、注意喚起に取り組んでいこうとい
う意識をビジターセンターから盛り上げていくため、積極的に地域関係者との情報交換、
交流に努め、地域関係者へ自然情報を月に2回、メールで送信する取組を始めた。2021
年度はカヌー事業者との共同イベントを開催予定している。

その他

・新たに神代植物公園と連携しながら、より広域に自然環境の調査を行
い、その概況や状態の把握を試みたことは評価したい。

・本格的な登山者だけでなくライトな山歩き層を取り込む方策を検討する
など、利用者の分析等を行い、来館者数を増加させる取組の検討を求め
たい。

・来館者アンケートから利用者分析を行い、奥多摩駅前からビジターセンターまでの案内
板の設置や、70周年記念ステッカープレゼントのプロモーション、立川駅前や昭島市の複
合商業施設、青梅線列車内での出張案内所の開設、ライトな層を意識した自然教室の企
画などの取組を行った。

・ビジターセンターの臨時休館の期間が長かったため、積極的にメディアを活用し、奥多
摩地域、国立公園をアピールする機会を作った。サイエンステレビ番組、NHKラジオ、
NHKニュース、雑誌などへのスタッフ出演は6回。奥多摩の自然、文化などについて解説
を行った。またHPのリニューアルやTwitter、Facebook開設により奥多摩町の情報も発
信、Twitterは一年で2479フォロワーを達成し、奥多摩町や周辺の施設、自然の情報発信
ツールとして認知された。

・キャンプで訪れる家族層向けに生体展示などを取り入れ展示リニューアルをした。加え
て自然教室の内容を見直し、自然体験や伝統芸能の見学などを企画した。ホームページ
では、軽いハイキングができる登計トレイルなどのダウンロード地図の種類や英語版を増
やし、家で楽しめるダウンロードコンテンツ「おうちでペーパークラフト」も発信し、幅広い
層が利用できるきっかけを作った。さらにTwitterやFacebookで様々な層（年代）へ向けた
情報発信を行った。

・ホームページにおいて紅葉情報や積雪情報、ツキノワグマ目撃情報等
を高頻度で発信した結果、アクセス数が増加している。事業効果
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申込締め切り時期は開催日の一か月前に設定しているが、定員に満たない場合は締切と
せずホームページ等で募集中の案内を出して集客に努めた。ホームページの拡充に伴
い、ネット申込者は増えている。しかしネット利用できない方もあり、年間イベントを掲載し
たパンフレットを情報源としている方も多いので、観光施設等への配布もお願いした。ま
た、人気の山歩きイベントについては、目的の山及び時期を変更する等、毎年同じになら
ないように配慮している。「山里倶楽部」「アウトドア体験」「山女魚道場」等は、地元のス
タッフを多く取り入れ「田舎の親戚づくり」のコンセプトを活かそうと努めた。

　「森林ボランティアクラブ杣’ｓ」の年齢層の高齢化に伴い、新たに「奥多摩山しごと体験」
を通して山仕事の一連の作業を学んでいただき、次世代の森林ボランティアクラブ部の拡
充に努め、若返りを図り継承に努めて行く。

その他

・イベントの開催前に実踏による安全確認を行い、事故を想定したシミュ
レーションを行うなど、参加者の事故防止に努めている。また、園内にお
ける事故防止のため、自然災害発生時の危険箇所についてハザード
マップを活用した情報発信を行った。

・鹿肉の竜田揚げや奥多摩やまめのあんかけ等、地元の食材を活用した
メニューの開発を進めている点や、地元住民との協働により10年ぶりに
炭焼き窯を復活させ、施設の資源にした点は評価できる。

・引き続き多彩なプログラムを系統的に展開しており、利用者の満足度も
高い。

・利用者数の増加につながらなかったものの、ターゲットの選択と集中を
行い、ファミリー層向けの「親子でドローン教室」等の新たなイベントを開
催する攻めの姿勢を持っていることには好感が持てる。「親子でドローン
教室」や「山里サイクリング」等新規イベントは好評を得ており、今後は、
利用者数の増加に向けて、これらの好評であったイベントの参加者数を
更に増加させる方策の検討を求める。

　親子ドローン体験は夏休み期間に2回企画し、親子で楽しめるイベントとして開催した
が、残念ながら1回目はコロナ禍により中止となった。2回目の開催については、11名の参
加者のうち9名の方が初めて都民の森のイベントに参加された方で、大変喜んで頂けた。
令和３年度は更なる新規の利用客の確保に向け、ゴールデンウイーク中の5月と夏休み
期間の8月に企画した。
　サイクリング企画については、9月と11月の2回開催した。1回目の初日は奥多摩湖から
奥多摩駅までの20ｋｍのサイクリングを行い、二日目は悪天候のためイベントを中止。2回
目の初日は丹波山村の道の駅から奥多摩むかし道、奥多摩駅へと２５kmのサイクリン
グ。二日目は日原から奥多摩駅へとサイクリングを行った。どちらのイベントもまた参加し
たいなど、高評価を頂いた。令和３年度の企画については、３回に増やし、コースや開催
時期を変えリピーターと新規利用者への確保のため飽きさせないイベントを心掛け開催し
ていく。

事業効果

・現在進めている事業展開が更なる利用促進につながるように、イベント
参加者の属性の継続的な把握やターゲットに応じた取組を求めたい。

　イベント終了後のアンケート及び宿泊者名簿によりリピーターの把握や、コロナ禍による
新規利用客の増加など客層の変化を確認し、新たな宿泊客増加へ繋げるための日帰りイ
ベントの追加や人気イベントの回数増加などの取組を行った。

・森林ボランティアクラブ「杣's」の存在は施設にとって重要な資産であり、
その人員や活動の持続性は大きな課題であると考えられる。奥多摩町や
都と連携し、その継承の進め方について検討することが望まれる。

・自然体験イベントの申込締切時期については、もう少し柔軟に対応し、
集客力アップに努めてほしい。
　また、イベントの時期やターゲットを戦略的に検討し、引き続き新たな取
組にチャレンジするとともに、結果の検証を必ず行うようにしてほしい。
　さらに、「森林に触れる、歩く、育てる」や「田舎の親戚づくり」といったコ
ンセプトを生かしながら人気イベントを伸ばす工夫をしてほしい。

・山のふるさと村、檜原都民の森など、類似施設との役割分担を想定しつ
つ、施設の戦略、目標を明確に設定することが必要である。

　宿泊型イベントを主体に、フィールドを活かした体験を設定した。実習だけでなく、講義等
も取り入れ、内容の理解を深められるイベントを開催した。

・利用者の発地や年齢層、リピート状況など、より緻密な利用者の特性分
析に取り組んでほしい。

　イベント終了後のアンケート結果を基に、参加者の発地、年齢、リピート状況は常にデー
タとしてイベント時にスタッフが把握できる状態にしている。また、イベント終了時にはイン
ストラクターと共に分析し、次回のイベント開催時の対応に生かしている。

令和2年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和2年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

特記事項への取組状況特記事項

・施設の管理運営はおおむね計画どおり適切に実施している。

管理状況

施設名：　東京都奥多摩都民の森
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その他

・学童クラブへの出張など町民向けの取組を実施したらどうか。
町内学童クラブ（古里小、氷川小）へ出張体験教室を計４回実施し、１３８名の参加が得ら
れた。また、町外においても御岳山移動教室を開催し、青梅市立今井小学校６年生７０名
の参加のもと、シカ角ストラップ作り、シカ生態・食害の説明を行い、好評を得た。

・奥多摩都民の森、檜原都民の森など、類似施設との役割分担を想定し
つつ、施設の戦略、目標を明確に設定することを望む。
　また、海のふるさと村との連携なども検討してよいのではないか。

・奥多摩は「巨樹」の多さが特徴なので、「ツリーイング体験」は巨樹を
テーマに実施できないだろうか。

奥多摩都民の森、檜原都民の森、おくたま海沢ふれあい農園等との合同企画を実施し、
各施設の特性を活かしたプログラムを展開した。海のふるさと村との連携などはコロナ禍
でもあることから検討しなかった。

計画していた「親子でツリーイング体験」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止により中
止となった。好評な企画のため、今後参加者のニーズや普及状況を踏まえ、規模拡大等
につなげる。

・アンケート結果は、改善に向けて、結果の良くない面に目が行きがちで
あるが、従業員に対する感謝の声など、良い面の指摘を共有することは
従業員のモチベーションを向上させるので、意識して紹介するとよい。

定例会議、責任者ミーティングなどで、アンケート結果におけるスタッフの良い対応やス
タッフに対する感謝・御礼などを紹介・共有し、士気の向上につなげた。

・台風等の際に、宿泊予定者に周遊道路通行止めの連絡を行ったり、園
内放送で交通規制情報を来園者に伝えて速やかな帰宅を促したりしてい
る。また、クマ目撃時には、テントサイトの利用を中止するなど、利用者の
安全を第一に考えている点は評価できる。

管理状況

施設名：　東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村

事業効果

・利用者の要望や苦情を全職員が共有する仕組を導入することで、組織
として利用者のニーズを把握し、改善に取り組んでいる点は評価できる。

・年々、利用者数が減少していることを踏まえ、各プログラムを評価・取捨
選択するなどして、集客数向上に向け戦略的に対応してほしい。また、夜
間のイベントやプログラムを開発・実施するなどして、地域への宿泊利用
の促進に貢献することも期待したい。

現在人気のあるアウトドアのイベント（森でクッキング等）を新たな取り組みとして、企画実
施、挑戦し、好評を得た。前年度から始め好評であった「ツリーイング」を継続、展開する
予定だったが、中止、代替の取り組みとして動画コンテツを作成した。JR連携事業（立川
駅出張・お座敷列車）を実施し、認知度の向上を図った。また、新型コロナウイルス感染症
拡大防止による休園期間中において、学童保育所へのクラフトキットの提供やホームペー
ジに特設ページ「家で山ふるを楽しもう！」を開設し、多数の動画コンテツ等を発信するこ
とにより山ふるの魅力、自然情報を実感していただいた。夜間のイベントやプログラムに
ついては、立地条件として奥多摩周遊道路の通行可能時間的に、夜間のプログラムの実
施による地域の宿泊利用の促進は難しいため、近年実施数を増やしている日帰りイベント
の実施と、その際の地域利用案内が地域振興（宿泊促進）につながる可能性があるもの
と考える。

・担当者相互のコミュニケーションを積極的に行い、仕事の進め方につい
て適宜相談、調整している点は評価できる。

・ここ数年、新たなイベントへの取組に消極的な印象を受けていたが、利
用状況に応じてプログラムを評価・整理し、長年のネットワークを生かす
などして、「東京・奥多摩の伝統芸能ツアー」や「ツリーイング体験」、鉄道
会社と連携した「お座敷列車」などのイベントに新たに挑戦した点を評価
したい。

令和２年度指定管理者評価委員会の評価における特記事項への取組状況について

　令和２年度指定管理者評価委員会における平成元年度の東京都指定管理者による公の施設の管理運営状況に対する評価について、
次のとおり取組状況を報告いたします。

特記事項への取組状況特記事項

・施設の管理運営はおおむね計画どおり実施されている。

【資料５】

sizen01
長方形



資料６「令和 ２ 年度事業計画書」 

資料７「令和 ２ 年度事業報告書」 

については、容量の関係で省略しております。 

閲覧を希望される方は、東京都環境局自然環境

部緑環境課自然公園担当までお越しください。 
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環境局指定管理者評価指針 

 

（制  定） 

平成 19年５月 31日付 19環自緑第 222号 

（一部改正） 

平成 20年６月 30日付 20環自緑第 270号 

   平成 21年３月 31日付 20環自緑第 1131号 

平成 22年６月３日付 22環自緑第 184号 

平成 23年５月 18日付 23環自緑第 288号 

平成 24年５月 29日付 24環自緑第 154号 

平成 25年５月 30日付 25環自緑第 163号 

平成 27年５月 14日付 27環自緑第 145号 

平成 29年５月２日付 29環自緑第 72号  

令和２年５月８日付２環自緑第 121号 

令和３年４月 26日付３環自緑第 107号 

 

１ 評価の目的 

東京都自然公園条例（平成 14 年東京都条例第 95 号）第 66 条の 2 及び東京都都

民の森条例（平成 2年東京都条例第 62号）第 12条に基づき、指定管理者として指

定を受けた者が管理運営する各施設について、施設の効率的かつ効果的な管理及び

利用者サービスの向上を図ることを目的とする。 

 

２ 評価の実施 

（１）評価の対象事項 

公の施設の管理運営状況とする。 

 

（２）評価の対象期間 

４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。ただし、年度途中から新た

に指定管理者制度を導入した場合、その管理期間が６箇月に満たないときは、翌

年度分と併せて評価する。 

 

（３）指定の期間の最終年度の評価 

   指定管理者制度の運用の見直し（平成 22 年３月 総務局行政改革推進部）Ⅱ

２(６)イに基づき、指定の期間の最終年度の評価を実施し、公表することとする。 

 

（４）評価の回数 

年１回とする。 

T0516088
テキストボックス
参考資料１
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（５）評価の時期 

(２)に定める評価の対象期間の翌年度８月上旬までに実施する。 

 

３ 評価の手順 

（１）一次評価 

環境局自然環境部長は、４（３）①の定めるところにより一次評価シート（様

式１）を用いて、履行確認、年度事業報告書、財務諸表（ただし、指定管理者が

地方公共団体の場合は除く。）、指定管理者へのヒアリング等に基づき、一次評価

を行う。 

 

（２）二次評価 

環境局長は、別に定めるところにより環境局指定管理者評価委員会（以下「評

価委員会」という。）を設置する。 

評価委員会は、（１）の一次評価結果を踏まえ、二次評価シート（様式２）を

用いて、評価を行う。 

評価に際しては、事業報告書等について、指定管理者からのヒアリングを行う。 

また、必要に応じて現場調査を実施する。 

 

（３）総合評価 

環境局長は、（１）一次評価結果及び（２）二次評価結果を踏まえ、総合評価

シート（様式３）を用いて、総合評価を決定する。 

 

４ 評価の項目、視点、基準等 

（１）評価項目 

①管理状況、②事業効果の２項目とする。 

 

（２）評価の視点 

① 管理状況 

ア 適切な管理の履行 

・協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか。 

イ 安全性の確保 

・施設の安全性は確保されているか。 

 ウ 法令等の遵守 

・個人情報保護、報告等は適切に行われているか。 

  エ 適切な財務・財産管理 

・適切な財務運営及び財産管理が行われているか。 
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② 事業効果 

ア 利用の状況 

・ 事業計画どおりの利用状況となっているか。 

イ サービス内容の向上等 

・事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。 

③ 評定 

①及び②の各評価の結果を基に、評定を行う。 

 

（３）評価の基準 

① 一次評価 

ア 管理状況及び事業効果 

（１）の評価項目は、次の３段階により評価する。 

・「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上） 

・「水準どおり」 

・「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以下） 

イ 評定 

（ア）評定方法 

アの各確認項目の評価につき、「水準を上回る」を２点、「水準どおり」を

１点、「水準を下回る」を０点と換算し、合計点を算出する。 

なお、確認項目の一部について、特に重視する事項を明確にし、その成果

をより確実に評価に反映するため、得点を２倍とする。 

また、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を

「標準点」とする。 

算出された合計点及び標準点に基づき、次の４段階により評定を行う。 

・「Ｓ」（「標準点の 1.33倍（小数点以下切上げ）」点以上） 

・「Ａ」（「標準点の 1.25倍(小数点以下切上げ)」点以上かつ 

「標準点の 1.33倍(小数点以下切上げ)－１」点以下） 

・「Ｂ」（「標準点の 0.88倍（小数点以下切捨て）＋１」点以上かつ 

「標準点の 1.25倍（小数点以下切上げ）－１」点以下） 

・「Ｃ」（「標準点の 0.88倍（小数点以下切捨て）」点以下） 

（イ）その他 

（ア）にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等

の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・

協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の

信頼を損ねた場合には、改善された場合であっても、一次評価は「Ｃ」とす

る。 

② 二次評価及び総合評価 
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・「Ｓ」・・管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた 

施設 

・「Ａ」・・管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が

認められた施設 

・「Ｂ」・・管理運営が良好であった施設 

・「Ｃ」・・管理運営の一部において、良好ではない点が認められた施設 

 

（４）特記事項 

① 評価の基となった具体的な特記事項（特に評価すべき点や、特筆すべき成果、

努力が認められる点、一層の取組が望まれる点及びその他特記事項）を記述す

る。 

② 評価が「Ｓ」の場合は、特に評価すべき点や、特筆すべき成果を必ず記入す

る。 

 

（５）要改善事項等 

① 評価の基となった具体的な要改善事項等（改善を要する点及び改善が望まれ

る点）を記述する。 

② 評価が「Ｃ」の場合は、改善を要する点及び改善が望まれる点を必ず記入す

る。 

③ 特に、次の項目に該当する事項があった場合は、その内容や改善策等を必ず

記載する。 

・業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反 

・指定管理者の責に帰すべき事故 

・その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと考えられる事項 

④ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載する。 

⑤ 今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、「要改善事項等

の取組方針及び取組結果（様式４）」に要改善事項等に係る取組方針を記入し、

改善に取り組む。 

 

（６）確認事項 

一次評価において、「事業者の健全性」について確認を行い、当該確認の結果、

問題が認められる場合には、評価委員会に必要な情報を提示し、意見を聴取する。 

   ※事業者の健全性の確認内容 

・経営基盤は安定しているか。 

・事業の継続が困難になるような状況に陥っていないか。 

・将来的に経営状況の悪化が生じることが明らかな事象（事件、事故など）

が発生していないか（発生している場合は、ヒアリングを行う。）。 



 - 5 -  

また、指定管理者を特命により選定した施設については、一次評価において分

析した「特命要件の継続」の状況について、評価委員会に報告する。 

  

５ 評価の特例 

（１）不可抗力により目標達成が困難な場合の評価 

  都民・利用者の安全確保の観点から、施設の全部又は一部につき利用を休止し、

又は制限したことにより、年度計画に従った事業の実施や管理運営において求める

水準を達成するための取組を実施できなくなった場合等においては、実施した業務

の内容に応じた適切な評価とするため、施設の状況を踏まえて評価方法を見直すこ

ととし、その見直し内容を評価委員会に説明の上、評価結果とともに公表する。 

 

（２）評価対象からの除外 

  施設の大規模改修工事や開業のための準備等により、また、上記（１）の状況に

よって、１年を通じて通常の施設運営を行わなかった場合は、原則として評価を実

施しないものとする。 

 

６ 評価結果の通知 

環境局長は、３（３）により決定した総合評価の結果を、各指定管理者に通知す

るとともに、当該結果を踏まえた次年度以降の施設管理運営のあり方について、指

定管理者から提案を受ける等、協議・意見交換を行う場を設置する。 

なお、指定管理者は、通知された評価結果に異議等がある場合は、再評価を求め

ることができる。 

また、環境局長は、改善が必要な場合又は改善が望まれる場合には、指定管理者

に対し、改善策の策定と速やかな実施を指示する。指定管理者の取組内容を確認・

公表し、その結果を次年度の評価委員会に報告する。 

 

７ 総合評価の結果の公表 

総合評価の結果については、施設名や評価内容、評価委員会委員の氏名等を公表  

する。 

 

 



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と
遵守
○都への適切な報告・連絡

×1

令和△△年度　○○○○公園　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

管理
状況

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

緊急時対策

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確
化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1

×1

様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2

○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1

○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1

利用者ニーズの把握への取組

施設の広報に関する取組

事業
効果

質の高いサービス提供への取組

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

業務効率化の取組

人材育成

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

利用の
状況

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以下））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。



合計点 評価

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

○○○○

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
・努力が認められる点
・一層の取組が望まれる点
・その他

特記事項

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４に
より改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



令和△年度 二次評価シート

環境局　　　　
施 設 名 称 ：
指定管理者 ：

評価項目 評価

管理状況

事業効果

その他

評定

特記事項

管理状況
（「Ｓ」又は「C」の場合は
必ず御記入ください。）

事業効果
（「Ｓ」又は「C」の場合は
必ず御記入ください。）

【評価の基準】
Ｓ：管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
Ａ：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設
Ｂ：管理運営が良好であった施設
C：管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設

様式 ２



令和△年度 総合評価シート

環境局　　　　
施 設 名 称 ：
指定管理者 ：

その他

一次評価

二次評価

総合評価

特記事項

管理状況
（「Ｓ」又は「C」の場合は

必ず記入すること。）

事業効果
（「Ｓ」又は「C」の場合は

必ず記入すること。）

様式 ３

【評価の基準】
Ｓ：管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
Ａ：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設
Ｂ：管理運営が良好であった施設
C：管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設



※ 令和△＋１年度以降に、要改善事項等に係る取組を行った施設について記載しています。

令和△年度 要改善事項等の取組方針及び取組結果

施設名
指定管
理者名

要改善事項等 取組方針 取組結果

様式 ４



環境局指定管理者評価委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、環境局指定管理者評価指針（平成 19年５月 31日付 19環

自緑第 222号）３（２）に基づき、東京都自然公園条例（平成 14年東京都条

例第 95 号）及び東京都都民の森条例（平成２年東京都条例第 62 号）で定め

る公の施設を管理運営する指定管理者を評価するため、環境局指定管理者評

価委員会（以下「評価委員会」という。）の組織及び運営について必要な事項

を定める。 

 

（所掌事項） 

第２条 評価委員会は、公の施設の管理運営状況の評価に関する事項を所掌す

る。 

 

（評価委員会の構成） 

第３条 委員会は、環境局長（以下「局長」という。）が委嘱する学識経験者３

名以上５名以内の委員をもって構成する。 

２ 評価委員会に委員長を置き、前項に定める委員のうちから委員の互選によ

ってこれを定める。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、局長が委嘱する日からその日の属する年度の末日まで

とする。 

 

（委員長） 

第５条 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する第３条第１項の

委員がその職務を代理する。 

 

（会議の招集） 

第６条 評価委員会は、局長が招集する。 

 

（会議の定足数） 

第７条 評価委員会は、過半数の委員が出席した場合に成立する。 

 

（書面等による意見聴取） 

第８条 前２条の規定にかかわらず、局長は、災害その他やむを得ない理由に

より、委員を招集し評価委員会を開催することができないと認めるときは、

評価委員会の招集を行わず、書面その他の方法により委員の意見を求めるこ

とにより、評価委員会の審議に代えることができる。 
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（会議等の公開） 

第９条 評価委員会の会議は、原則として公開するものとし、非公開とすると

きは、その根拠を明らかにする。 

２ 評価委員会の討議内容等については、事務処理の透明性確保等の観点から、

議事録の作成等による記録の保持を行う。 

３ 議事録は、全文を、会議開催後速やかに公開する。 

４ 前項の規定にかかわらず、要旨による公開の場合は、審議の過程が分かる

ようにする。 

５ 会議資料等、議事録以外の資料については、原則として公開する。 

６ 第２項から前項までの規定は、前条の場合について準用する。この場合に

おいて、第２項中「評価委員会の討議内容」とあるのは「委員への意見聴取

の内容」と、第３項中「会議開催後」とあるのは「委員への意見聴取の終了

後」と読み替えるものとする。 

 

（守秘義務） 

第 10条 委員は、委員の職を通じて知り得た秘密を公表してはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第 11条 評価委員会の庶務は、環境局自然環境部緑環境課において処理する。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 19年５月 30日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 20年６月 30日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 22年６月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 27年５月 14日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29年５月２日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年５月 14日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



 

 

環境局指定管理者評価委員会委員名簿（令和３年度） 

 

評価委員会名 委員氏名 役職名 

環境局指定管理者 

評価委員会 

今村 まゆみ 観光まちづくりカウンセラー 

下村 彰男 國學院大學教授 

塚本 瑞天 一般財団法人休暇村協会 常務理事 

橋本 俊哉 立教大学観光学部教授 

守泉 誠 公認会計士 

（五十音順） 
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一次評価における具体的な考え方 

 

１ 基本的な考え方について 

   各施設の事業計画書に記載された取組を実施しているか確認し、全て実

施していれば水準通り（１点）、実施していなければ水準以下（０点）と

する。 

   ただし、特筆すべき取組（新たな取組を企画し、積極的に取り組み、成果

が上がった場合や、他の施設の手本となるような取組）を行っていれば特

例的に水準以上（２点）とする。 

 

２ 定量的な指標について 

  以下の指標については、事業効果を定量的に測定する 

  〇利用者数の動向 

水準以上（２点） 利用者数が対前年度比 110%以上 

水準通り（１点） ２点・０点に該当しない場合 

水準以下（０点） 利用者数が対前年比 90%以下 

   

〇利用者ニーズの把握 

水準以上（２点） アンケート回収数が対前年度比 110%以上で、かつア

ンケート回収枚数が利用者数の 0.1%以上 

水準通り（１点） ２点・０点に該当しない場合 

水準以下（０点） アンケート回収数が対前年比 90%以下の場合 

   

〇各種イベントの積極的な実施 

水準以上（２点） イベント実施回数及び参加人数がいずれも対前年度

比 110%以上 

水準通り（１点） ２点・０点に該当しない場合 

水準以下（０点） イベント実施回数及び参加人数がいずれも対前年度

比 90%以下 

  

〇満足度調査の結果 

水準以上（２点） 「とても満足」「満足」の合計が 95%以上 

水準通り（１点） 「とても満足」「満足」の合計が 80%以上 

水準以下（０点） 「とても満足」「満足」の合計が 80%未満 

   

〇オフシーズン利用促進のための積極的な取組 

水準以上（２点） オフシーズンの利用者数が対前年度比 110%以上 

水準通り（１点） ２点・０点に該当しない場合 

水準以下（０点） オフシーズンの利用者数が対前年比 90%以下 
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３ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例について 

  令和２年度の評価においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

いるため、 

 新型コロナウイルス感染症等が原因で事業計画書に記載された取組

ができなかった場合 

 上記２の定量的な指標の算定結果が水準以下（０点）となる場合 

     については、水準通り（１点）とする 

 

 

各項目の評価の得点の合計点を、以下の表にあてはめ評価を算出する 

評価 確認項目の評価（全庁的な指針） 

環境局に

おける標

準点＝24

点 

S 「標準点の 1.33倍（小数点以下切上げ）」点以上 32点以上 

A 
「標準点の 1.25倍（小数点以下切下げ）」点以上 

「標準点の 1.33倍（小数点以下切上げ）－１」点以下 
30～31点 

B 
「標準点の 0.88倍（小数点以下切捨て）＋１」点以上 

「標準点の 1.25倍（小数点以下切上げ）－１」点以下 
22～29点 

C 「標準点の 0.88倍（小数点以下切捨て）」点以上 21点以下 

 

 



施設名

一
次
評
価

主要な評価ポイント
○＝特に評価すべき点 ●＝更なる取組が期待される点

小峰公園 B ○コロナ禍の影響がありながら、入館者数（開館時期の比較）が対前年
度比148%
○満足度が99%
●ボランティア参加者のメールアドレスをBCC以外で送信する個人情報
の流出事故があった。事故発覚後は速やかに都に報告・相手に謝罪し、
再発防止策を講じた。
●ニュースレター「小峰だより」に横田基地の航空機の低空飛行を容認
していると誤解を招く表現を掲載し、市民から内容が不適切であるとの
苦情が寄せられた。公式ホームページに謝罪を掲載するとともに、配布
先にニュースレターの回収や廃棄依頼を実施した。適切なテーマ選定
や原稿案のチェック体制などを見直した。

小笠原ビジ
ターセンター

B ○満足度が100％
○ツイッターへの投稿を平日は毎日継続した結果、インプレッション数
（ツイートの表示回数）は前年度比162%、エンゲージメント数（ツイートへ
の反応数）も前年度比176%と大幅に増加へ増加した。
●コロナ禍の影響により、入館者数（開館時期の比較）が対前年度比
41%に減少

海のふるさと
村

B ○アンケート回収率が対前年度比132%
○インスタグラムによる情報発信を開始したほか、ホームページは週１
回、SNSはほぼ毎日更新し、コロナ禍での施設のPRを積極的に展開
●コロナ禍の影響により、入館者数（開館時期の比較）が対前年度比
28%に減少

檜原都民の
森

B ○コロナ禍の影響がありながら、入館者数（開館時期の比較）が対前年
度比134%、満足度が96％。
〇ホームページやフェイスブックの更新を積極的に行い、ホームページ
のアクセス数が対前年度比137%に増加した。

御岳インフォ
メーションセ
ンター

B ○アンケート回収数が前年度比170%の増加、満足度は97％
●コロナ禍による休館期間中においても、更に工夫ある取組が期待さ
れる

山のふるさと
村

B ○コロナ禍の影響がありながら、入館者数（開館時期の比較）が対前年
度比112%、満足度が99％。
〇利用料金収入が減収する中、新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金の活用を図り、収支の改善を図った。
●コロナ禍による休館期間中においても、更に工夫ある取組が期待さ
れる

一次評価について（概要）
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施設名

一
次
評
価

主要な評価ポイント
○＝特に評価すべき点 ●＝更なる取組が期待される点

奥多摩都民
の森

B ○新型コロナウイルス感染症により、イベント内容を柔軟に変更するな
ど、感染症予防策と利用者ニーズの両立を図った。
〇満足度が100%
●コロナ禍による休館期間中においても、更に工夫ある取組が期待さ
れる

御岳ビジ
ターセンター

B ○HPやSNSを積極的に更新し、ホームページアクセス数は対前年度比
119%に増加した。ツイッターのフォロワー数は対前年度比237%、フェイ
スブックのフォロワー数は対前年度比198％の増加
○満足度が98%
●コロナ禍の影響により、入館者数（開館時期の比較）が対前年度比
87%に減少

高尾ビジ
ターセンター

A ○AEDを使用した傷病者救助を行い、消防総監感謝状の打診があった。
○ツイッターを毎日更新し、投稿内容を工夫することによりフォロワー数
は前年度比148%に増加した
○オンラインショップを開設し、閉館中においてもオリジナル商品等の
販売を行った。
〇満足度が98%
●コロナ禍の影響により、入館者数（開館時期の比較）が対前年度比
68%に減少

奥多摩ビジ
ターセンター

Ａ ○ホームページで英語版の周辺地図をダウンロードできるサービスを
開始するなど、外国人利用者等へのサービスを充実させたほか、新た
に地域限定旅行業務取扱管理者を２名配置し、旅行業の登録を行った。
○満足度が99%
〇職員の専門性や接遇向上を目的とした研修を32回実施するなど積
極的な人材育成を実施した
●コロナ禍の影響により、入館者数（開館時期の比較）対前年度比75%
に減少



 

 

令和２年９月１８日 

環 境 局 

 

令和元年度指定管理者管理運営状況評価結果について（自然公園施設・都民の森） 

 

 東京都では、指定管理者制度を導入した公の施設の管理運営状況について、第三者の視点を含めた評

価を実施しています。このたび、令和元年度の評価結果がまとまりましたので、お知らせいたします。 

１ 評価の目的 

  指定管理者の管理運営状況に関する評価は、東京都と指定管理者が協定で合意したサービスの履行

及び安全管理、関係法令の遵守、個人情報保護など指定管理者が守るべき事項について確認を行うと

ともに、サービス実施状況や利用者満足度等をチェックし、その結果を今後の管理運営業務に反映し

ていくことで、都民サービスの一層の向上を図っていくことを目的としています。 

２ 評価の方法 

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの指定管理者の管理運営状況について、所管部で

ある自然環境部が実施する一次評価、評価委員会（外部委員を含む。）による二次評価を経て、環境

局が最終的な評価を決定します。 

３ 評価の概要 

 （１）評価基準（４段階） 

総合評価 内容 

Ｓ 管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設 

Ａ 管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設 

Ｂ 管理運営が良好であった施設 

Ｃ 管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設 

  評価の視点については別紙１のとおり。 

 （２）評価委員会名及び委員構成 

評価委員会 対象施設 委員構成 

環境局指定管理者

評価委員会 

東京都檜原都民の森など 

１１施設 

外部委員４名(学識経験者等４名) 

内部委員１名(東京都職員) 

  評価委員会委員の氏名等については別紙２のとおり。 

（３）評価結果 

対象施設 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 

東京都檜原都民の森など 

１１施設 
１施設 ６施設 ４施設 －  １１施設 

  各施設の評価は別紙３のとおり。 

 

【問い合わせ先】自然環境部緑環境課自然公園担当 

直  通 ０３－５３８８－３５０８ 

 

T0516088
テキストボックス
参考資料６



別紙１ 

評価の視点 

項 目 内 容 

管理状況 

適切な管理 

の履行 

○ 協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

・ 維持管理及び案内等に関する取組が適切に行われているか 

・ 人員配置やワークライフバランスへの配慮等への取組が適切か 

など 

安全性の 

確保 

○ 施設の安全性は確保されているか

・ 自然災害等に備え、避難訓練等を実施しているか 

・ 自然災害等の発生時に、的確で速やかな対応がなされているか 

など 

法令等の 

遵守 

○ 個人情報保護、報告等は適切に行われているか

・ 個人情報保護・情報公開の取組は適正に行われているか 

・ 個人情報の漏えいや個人データの紛失事故等が発生していないか 

・ 事故等が起きた際の対応や都への報告は適正になされているか 

など 

適切な財務 

・財産管理 

○ 適切な財務運営・財産管理が行われているか

・ 経理の明確な区分など、経理処理が適切になされているか 

・ 都有財産（物品など）が適切に管理されているか     など 

事業効果 

利用の状況 

○ 事業計画どおりの利用状況となっているか

・ 利用者数（環境の変化など外部要因を考慮）は増加しているか 

・ 利用者要望・苦情等の把握、共有は適正に行われているか 

・ アンケート回収枚数向上の取組がなされているか 

・ 利用者要望等に対し、適切な対応がなされているか など 

サービス 

内容等の 

向上等 

○ 事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか

・ 施設の特性及び利用者ニーズに応じたイベントを積極的に実施し

ているか 

・ 利用者の高い満足度が得られているか 

・ オフシーズンの利用促進に向け、積極的な取組がなされているか 

・ 施設の広報に関する取組が効率的・効果的になされているか 

・ 地域連携や地域振興等への取組が実施されているか 

・ 業務の効率化に向けた取組が実施されているか 

・ 従業員の人材育成のための取組が積極的に実施されているか 

など 



別紙２ 

評価委員会委員名簿 

評価委員会名 委員氏名 役職名 

環境局指定管理者 

評価委員会 

今村まゆみ 観光まちづくりカウンセラー 

下村 彰男 國學院大學教授 

塚本 瑞天 一般財団法人休暇村協会 常務理事 

橋本 俊哉 立教大学教授 

近藤 豊 環境局自然環境部長 



別紙３     

令和元年度指定管理者管理運営状況評価 評価結果一覧 
 

施設名 所在地 指定管理者名 指定期間 総合評価 評価内容 

東京都檜原都民の森 檜原村 檜原村 

３年 

（平成 30年度～ 

 令和２年度） 

Ａ 

【管理状況】 

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施されている。老朽化しつつある木造施設の修繕や倒木処理等、施設全体の

維持管理について、職員をはじめ地域と連携しながら上手に対応している点や、建物・遊歩道の総合点検を年４回実

施している点も評価できる。また、展示物の照明の監修、登山道道標のリニューアル、間伐材を利用したベンチの作

製など、ハード面における熱心な取組を、予算内で実施した点は評価できる。 

・電気自動車を増車している点やそれを用いた送迎をしている点は評価できる。 

【事業効果】 

・多彩な活動を展開しており、利用者の満足度も高い。 

・20～40 代を対象とした「バードウォッチング」、中高生を対象とした「森のスタディーツアー」などの新たな自然

教室や、若い世代を対象としたボルダリング体験などを実施し、様々な世代を取り込もうとする姿勢は好感が持てる。 

・翻訳機を購入するなど、多様な来園者に対応する工夫が見られる。 

・ＳＮＳを活用して頻繁に情報を発信している点、ホームページのアクセスが増加している点は評価できる。 

・イベントの集客数にバラつきがあったが、成否を分けた要因の分析や改善策の検討など、実施後の考察が不足して

いる印象を受けるので、実施後の振返りを習慣化してほしい。 

・雨天時に宿泊施設と連携し施設の利用を促進することに加え、夜間プログラムを展開し地域宿泊施設の利用を促進

することや、地域の産物を紹介するとともに二次加工品や新たな産物を創出するといった取組を行うことで、地域の

窓口として、より地域と密接に連携した取組を展開してほしい。 

東京都奥多摩都民の森 奥多摩町 奥多摩町 

３年 

（平成 30年度～ 

 令和２年度） 

Ｂ 

【管理状況】 

・施設の管理運営はおおむね計画どおり適切に実施している。 

・イベントの開催前に実踏による安全確認を行い、事故を想定したシミュレーションを行うなど、参加者の事故防止

に努めている。また、園内における事故防止のため、自然災害発生時の危険箇所についてハザードマップを活用した

情報発信を行った。 

【事業効果】 

・引き続き多彩なプログラムを系統的に展開しており、利用者の満足度も高い。 

・鹿肉の竜田揚げや奥多摩やまめのあんかけ等、地元の食材を活用したメニューの開発を進めている点や、地元住民

との協働により 10年ぶりに炭焼き窯を復活させ、施設の資源にした点は評価できる。 

・利用者数の増加につながらなかったものの、ターゲットの選択と集中を行い、ファミリー層向けの「親子でドロー

ン教室」等の新たなイベントを開催する攻めの姿勢を持っていることには好感が持てる。「親子でドローン教室」や「山

里サイクリング」等新規イベントは好評を得ており、今後は、利用者数の増加に向けて、これらの好評であったイベ

ントの参加者数を更に増加させる方策の検討を求める。 

また、現在進めている事業展開が更なる利用促進につながるように、イベント参加者の属性の継続的な把握やターゲ

ットに応じた取組を求めたい。 

 



別紙３     

令和元年度指定管理者管理運営状況評価 評価結果一覧 

施設名 所在地 指定管理者名 指定期間 総合評価 評価内容 

東京都立奥多摩湖畔公園 

山のふるさと村 
奥多摩町 奥多摩町 

３年 

（平成 30年度～ 

 令和２年度） 

Ｂ 

【管理状況】 

・施設の管理運営はおおむね計画どおり実施されている。 

・担当者相互のコミュニケーションを積極的に行い、仕事の進め方について適宜相談、調整している点は評価できる。 

・台風等の際に、宿泊予定者に周遊道路通行止めの連絡を行ったり、園内放送で交通規制情報を来園者に伝えて速や

かな帰宅を促したりしている。また、クマ目撃時には、テントサイトの利用を中止するなど、利用者の安全を第一に

考えている点は評価できる。 

【事業効果】 

・利用者の要望や苦情を全職員が共有する仕組を導入することで、組織として利用者のニーズを把握し、改善に取り

組んでいる点は評価できる。 

・ここ数年、新たなイベントへの取組に消極的な印象を受けていたが、利用状況に応じてプログラムを評価・整理し、

長年のネットワークを生かすなどして、「東京・奥多摩の伝統芸能ツアー」や「ツリーイング体験」、鉄道会社と連携

した「お座敷列車」などのイベントに新たに挑戦した点を評価したい。 

・年々、利用者数が減少していることを踏まえ、各プログラムを評価・取捨選択するなどして、集客数向上に向け戦

略的に対応してほしい。また、夜間のイベントやプログラムを開発・実施するなどして、地域への宿泊利用の促進に

貢献することも期待したい。 

東京都立多幸湾公園 神津島村 神津島村 

３年 

（平成 30年度～ 

 令和２年度） 

Ａ 

【管理状況】 

・施設の管理運営はおおむね計画どおり適切に実施している。 

デッキテントサイト、休憩舎、炊事場等の老朽化した施設の修繕を重点的に行うことにより、利用者の利便性を向上

させている。 

・予約者、宿泊者に対する台風情報の事前提供や、海水浴場の遊泳状況に関する注意喚起を行うなど、災害を未然に

防ぐ対応ができている。 

【事業効果】 

・予約方法が不便との利用者からの要望に対し、予約システムを日本最大級キャンプ場検索サイトに変更するととも

に、自動翻訳機を使用しながら外国人利用者の要望を把握していることは評価できる。 

・静岡県、愛知県からの誘客促進や、友好都市である奥多摩町との提携活用など、島外からの利用の促進はもとより、

島内の民宿との連携や子供たち向けのプログラム展開等、島内での位置づけにも配慮するなど、多角的に検討してい

る点は評価できる。 

・ピーク時の受入れ人数を 120 名に抑制したことは、利用者の満足度向上、リスクマネジメントの両面からも評価で

きる。 

・自然教室については、民間会社とのコラボレーションによる船賃割引や神津島村との連携によるバスの無料使用を

実施するなど、参加者の負担を抑える努力をしている。また、島内小学生等を対象に、地元食材を使った料理教室や

方言等についての講話を実施し、地域資源の活用に努めている。神津島の魅力を活用したプログラムの開発に取り組

み、更なる集客力の向上に努めてほしい。 

 
 



別紙３     

令和元年度指定管理者管理運営状況評価 評価結果一覧 
 

施設名 所在地 指定管理者名 指定期間 総合評価 評価内容 

東京都立大島公園 

海のふるさと村 
大島町 大島町 

３年 

（平成 30年度～ 

 令和２年度） 

Ａ 

【管理状況】 

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施している。「もし自分たちがお客様だったら」との視点に立ち、利用者の動

向や意向の把握に努め、施設塗装や建具の防腐剤塗布、損傷部分の補修等を職員自らが実施するなど、施設全体の見

直しを積極的に実施している。 

・大雨や土砂災害等に関する注意喚起を事前に行うなど、利用者の安全に配慮している。 

【事業効果】 

・昨今のキャンプブームによる新たな客層に対応するため、フリーテントサイト４区画にウッドデッキを設置した点

や人気の高いテント、無料貸出備品（調理器具、食器、運搬具）を購入した点、また、利用者の利便性を向上させる

ため、20 基のキャンピングテーブルを製作した点や荒天時対策として四阿に着脱可能なビニールシートを設置した

点は評価できる。 

・初日の出観察や「浮き球編み体験」など、オフシーズンに自然体験教室を新たに企画したことで参加者数が増加し

ており、満足度も高い。ただし、「椿油搾り体験」については、ターゲットにより開催時期を変更したり、抽出した椿

油を使って旬の食材を揚げて食したりするなど、工夫の余地がある。 

・パンフレットの刷新、自然研究路ルートマップの新規作成、ホームページの内容充実など、広報に積極的に取り組

んでいる。 

・島外からの利用者のみならず、地域施設（資源）としての役割を果たすことで地元の人たちの利用促進を図ろうと

している点は評価できる。 

・食堂が休止している中で、自炊用に地元食材を販売するなど、工夫の余地がある。 

東京都立小峰公園 あきる野市 
公益財団法人 

東京都公園協会 

５年 

（平成 30年度～ 

 令和４年度） 

Ｓ 

【管理状況】 

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施している。 

・少人数で多彩な事業を展開しているにもかかわらず、担当者間で連携しながら業務の平準化を図っており、業務管

理、人的管理において安定感がある。 

・きめ細かな園内管理により、オオムラサキの幼虫が見られるようになるなど、生物多様性に配慮した維持管理を行

っている。 

・多摩産材を用いて、園内設備の更新を行っている。 

【事業効果】 

・自動販売機の導入など、利用者のニーズに応える取組を進めている点や、物品販売のニーズ把握調査の結果に基づ

き、実施した「小峰ふれあい自然郷 収穫市」において、地元農産物を販売することで本施設が地域の良さをＰＲする

拠点となっている点は大いに評価できる。 

・多彩なプログラムを継続して展開している点は大いに評価できる。具体的には、オフロード車いすを利用した農地

見学など、様々な層が楽しめる里山プログラムを提供している点、「谷戸田の稲作」、「おいしい野菜づくり」、「里山季

節めぐり」などの自然教室に加え、利用者の要望に合わせたオーダーメイドプログラムを実施している点は評価でき

る。 

・梅やセリバオウレンにスポットを当てることで、オフシーズンの集客アップにつなげた点は大いに評価できる。 

・地元あきる野市の中学・高校から受け入れているインターンシップは、生徒の体験学習の場となっていることに加

え、参加生徒やその友人たちを通して、公園に関心をもつ層を広げるよい機会となっている。 

 

 
 



別紙３     

令和元年度指定管理者管理運営状況評価 評価結果一覧 
 

施設名 所在地 指定管理者名 指定期間 総合評価 評価内容 

東京都奥多摩ビジターセンター 奥多摩町 
公益財団法人 

東京都公園協会 

５年 

（平成 27 年度～ 

 令和元年度） 

Ｂ 

【管理状況】 

・施設の管理運営はおおむね計画どおり適切に実施している。 

・奥多摩の山岳地域を中心とした実踏調査や、山岳遭難防止キャンペーンなどを実施し、安全登山の普及啓発拠点と

しての役割を果たした点は評価できる。また、実踏調査の際に土砂崩れを発見し都水道局に報告するなど、登山道等

管理者と連携しながら登山者の安全確保に努めている。 

【事業効果】 

・「奥多摩登山塾」を開催し参加者の高い評価を得るなど、利用者の満足度は高い。 

・数多くの実踏調査に基づき収集した植物の開花状況等、多岐にわたる情報を、展示を活用しながら解説している点

は評価できる。 

・ホームページにおいて紅葉情報や積雪情報、ツキノワグマ目撃情報等を高頻度で発信した結果、アクセス数が増加

している。 

・新たに神代植物公園と連携しながら、より広域に自然環境の調査を行い、その概況や状態の把握を試みたことは評

価したい。 

・本格的な登山者だけでなくライトな山歩き層を取り込む方策を検討するなど、利用者の分析等を行い、来館者数を

増加させる取組の検討を求めたい。 

東京都小笠原ビジターセンター 小笠原村 
公益財団法人 

東京都公園協会 

７年 

（平成 28年度～ 

 令和４年度） 

Ａ 

【管理状況】 

・海辺での施設の維持管理は難しいが、おおむね計画どおり適切に実施しており、構造材内鉄筋や空調設備の腐食の

点検・補修など、維持管理を徹底している。 

・台風等で高波が予想される際の注意喚起や、台風等の発災時における関係機関との情報連絡など、利用者の安全確

保に向けた取組を適切に行っている。 

【事業効果】 

・地元住民の利用の促進を図ろうとしている点は評価できる。島民のライフスタイルを切り口にした特別展「島のく

らし」は、観光客のみならず、「新島民」を含めた住民にも島の良さを再認識してもらうよい機会となっており、価値

のある取組として評価できる。 

・竹芝客船ターミナルでのニュースレター配布や、おがさわら丸船内でのポスター掲示など、関係機関と連携し地域

内外での広報に取り組んでいる点は評価できる。 

・地元高校との連携行事である「磯の観察会」、島内団体等と連携体制を構築し実施したクラフト体験や「南洋踊り体

験」など、地元と密着した取組を行っている。 

・利用者数の把握に当たっては、地元住民の利用比率の把握等も併せて行ってほしい。 

 

 
 
 
 
 

 



別紙３     

令和元年度指定管理者管理運営状況評価 評価結果一覧 
 

施設名 所在地 指定管理者名 指定期間 総合評価 評価内容 

東京都高尾ビジターセンター 八王子市 
株式会社 

自然教育研究センター 

５年 

（平成 30年度～ 

 令和４年度） 

Ａ 

【管理状況】 

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施している。 

・少ない人数で多数の来訪者に対し、きめ細かい対応をしている点や、職員間のコミュニケーションが図られている

点、職員に対する指導を適切に行っている点は評価できる。 

・事故防止対策、熱中症予防対策、夜間ハイキング者への注意喚起などをきめ細かく行っている。 

・情報セキュリティ担当者の設置やパスワードの頻繁な変更、情報セキュリティマニュアルの作成など、情報セキュ

リティの強化に努めている。 

【事業効果】 

・利用者からの要望に対応し窓口に図鑑・温度計を設置した点、施設の不適切使用による故障を回避するため、英語、

韓国語、中国語で案内をトイレに表示した点は評価できる。 

・多数の来訪者のニーズに対応した自然教室等を実施しており、利用者の満足度も高い。当日参加可能なワークショ

ップを毎日開催したり、「夜の満喫ハイキング」を実施したりするなど、高い満足度を得ながら、集客力の増加も実現

している。特に「夜の満喫ハイキング」は、新たな楽しみ方を提供するとともに、参加者に夜の登山のリスクに対す

る意識を醸成している点も評価できる。 

・春秋のシーズンの混雑緩和に向けた利用者分散のための情報を収集し、計画的に利用の分散を呼びかけている点は

評価できる。 

・ＳＮＳ等の媒体を活用し通行止め情報や紅葉情報などをリアルタイムに提供することで、施設の快適な利用や自然

環境への負荷の軽減に結びつけようとする取組は評価できる。 

東京都御岳ビジターセンター 青梅市 
株式会社 

自然教育研究センター 

５年 

（平成 30年度～ 

 令和４年度） 

Ａ 

【管理状況】 

・施設の管理運営は計画どおり適切に実施している。 

・職員間のコミュニケーションが図られている点や、防災士の資格取得者を配備し、全スタッフに救命技能認定上級

の資格を取得させるなどして、来訪者の安全確保のためにスタッフ教育に熱心に取り組んでいる点は評価できる。 

・地域住民、地元消防団、東京都レンジャーと協力して災害状況の把握に努めている点は評価できる。 

【事業効果】 

・御岳山上の自然や歴史・文化を、周辺の山々をはじめ山下なども含め、より広域の環境の中で捉え、相互のネット

ワークや同質性・差異性など、相対的に位置づけようとしている点は大いに評価できる。 

・利用者のニーズに応じた自然教室等を実施しており、利用者の満足度も高い。新企画の宿泊イベント「アニマルツ

アー」や、自然の痕跡をモチーフにしたストラップづくり体験、また、オフシーズンに実施した、登山用品店とのタ

イアップイベント「アイゼン講座」など、ユニークなプログラムが光る。さらに、宿坊や売店を営む地元の住民等を

対象とした「山の方向けガイドツアー」は、住民が地域の良さを再認識する機会を提供しているものとして大いに評

価できる。 

・ビジターセンターは位置が認知されにくい場所にあるが、ケーブルカー御岳山駅から道路沿いに展示をして興味を

もたせたり、利用者に声掛けして相手の目的を探ったりするなど、館内に誘導する工夫がみられ、大いに評価できる。 

 

 



別紙３     

令和元年度指定管理者管理運営状況評価 評価結果一覧 
 

施設名 所在地 指定管理者名 指定期間 総合評価 評価内容 

東京都御岳 

インフォメーションセンター 
青梅市 

一般社団法人 

青梅市観光協会 

５年 

（平成 30年度～ 

 令和４年度） 

Ｂ 

【管理状況】 

・周辺自治体と連携した渓谷沿いの遊歩道の除草等、限られたスペースと人員の中で、施設の管理運営は概ね計画ど

おりに実施している。 

・台風前の時期の雨どい・外壁・側溝等の清掃作業、防災訓練、クマ出没情報の提供等を適切に実施している点は評

価できる。 

【事業効果】 

・利用者の意見を受け入れ、運営の改善を図りつつ、施設を有効に活用しようと努力を重ねている点は評価できる。 

・物販を充実させることを通して、利用者のニーズに応えるとともに、地元業者を積極的に利用することで経済的に

貢献している。 

・今後は女性客も意識し、トップシーズンだけでも地元のお土産が購入できるようにするなど、新たな商品の販売を

検討すべきである。 

・御岳インフォメーションセンターは、場所的に御岳渓谷、御岳山観光の玄関口であり、地域で果たす役割は大きい

と考えられるため、青梅市観光協会や御岳ビジターセンターなどの関連組織とさらに連携を深め、旬の情報をサイン

ボードでＰＲするなど、来館のきっかけづくりにも力を入れるべきである。 

 



施設名 開園期間 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

(2日) (30日) (31日) (31日) (30日) (31日) (30日) (25日) (210日)

(0日)

(31日) (30日) (31日) (30日) (25日) (147日)

(3日) (30日) (31日) (31日) (30日) (31日) (30日) (25日) (211日)

(3日) (30日) (31日) (31日) (30日) (31日) (30日) (25日) (211日)

(29日) (31日) (30日) (31日) (31日) (25日) (177日)

(3日) (30日) (31日) (31日) (30日) (31日) (31日) (25日) (212日)

(3日) (30日) (31日) (31日) (30日) (31日) (31日) (25日) (212日)

(3日) (30日) (31日) (31日) (30日) (31日) (31日) (25日) (212日)

(2日) (30日) (31日) (31日) (30日) (31日) (31日) (25日) (211日)

(2日) (30日) (31日) (31日) (30日) (31日) (31日) (25日) (211日)

東京都立多幸湾公園

東京都立小峰公園

東京都御岳ＶＣ

東京都御岳ＩＣ

5/30～12/25

東京都小笠原ＶＣ

東京都高尾ＶＣ

5/30～12/25

令和２年度各施設の開園期間

東京都檜原都民の森

東京都奥多摩都民の森

5/30～12/25

なし

5/29～12/25

5/29～12/25

7/3～12/25

5/29～12/25

5/29～12/25

5/29～12/25

東京都立奥多摩湖畔公園
山のふるさと村

東京都立大島公園
海のふるさと村

8/1～12/25

東京都奥多摩ＶＣ

地元自治体（神津島村）の意向により、１年を通じて閉園

駐車場利用可

駐車場利用可
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令和３年度新型コロナ感染症拡大防止対策 

に係る施設の状況等 
 

 

 

 

〇令和３年４月１日から５月 31 日までは、すべての施設

が休止・休園 

     
 

〇令和３年６月１日からは一部を除き順次再開 
 

施設名 主の状況 

①小峰ビジターセンター ６月１日から案内業務を再開 

②奥多摩ビジターセンター ６月１日から案内業務を再開 

③小笠原ビジターセンター ６月５日から案内業務を再開 

④檜原都民の森 ６月１日から案内業務を再開 

⑤奥多摩都民の森 ６月１日から案内業務を再開 

６月 22日から宿泊業務を再開 

⑥山のふるさと村 ６月１日から案内業務を再開 

６月 21日から宿泊業務を再開 

⑦御岳ビジターセンター ６月１日から案内業務を再開 

⑧高尾ビジターセンター ６月１日から案内業務を再開 

⑨海のふるさと村 ７月 17日から宿泊業務を再開予定 

⑩多幸湾ファミリーキャンプ場 当面の間、引き続き休園 

⑪御岳ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ ６月５日から案内業務を再開 
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